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税務訴訟資料 徴収関係判決 令和２年判決分（順号２０２０－５） 

東京地方裁判所立川支部 平成●●年（○○）第●●号 債権者代位による所有権移転登記手続請

求事件 

国側当事者・国 

令和２年２月２７日認容・控訴 

   判     決 

原告          国 

同代表者法務大臣    三好 雅子 

同指定代理人      伊藤 健太郎 

同           世良 正治 

同           須波 敏之 

同           神山 典子 

同           五月女 浩一 

同           南雲 正和 

被告          有限会社Ｙ 

同代表者取締役     Ａ 

同訴訟代理人弁護士   内田 清人 

同           大塚 健一 

同           武田 和也 

同           近藤 直也 

   主     文 

１ 被告は、Ｃに対し、別紙物件目録記載の建物について、真正な登記名義の回復を原因とする所

有権移転登記手続をせよ。 

２ 訴訟費用は、被告の負担とする。 

   事実及び理由 

第１ 請求の趣旨 

主文同旨 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

本件は、原告がＣに対して租税債権を有しており、Ｃが無資力であるところ、Ｃが別紙物件

目録記載の建物（以下「本件建物」という。）の所有権を有しているにもかかわらず、本件建

物について被告名義の所有権保存登記がなされているとして、原告がＣを代位して、本件建物

の所有権に基づき、本件建物の所有権移転登記手続を求める事案である。 

２ 前提事実（証拠によって認定した事実は、認定に供した証拠を各項末尾括弧内に摘示し、そ

の記載のない事実は当事者間に争いがない。） 

（１）当事者等 
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ア 原告は、国であり、租税の徴収等を行うものである。なお、本件の所管行政庁は東京

国税局長である。 

イ 被告は、昭和６１年１月●日、不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸並びに管理等を目的

として設立された有限会社であり、現在は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律２条の定めるところにより、株式会社（特例有限会社）として存続している。 

ウ Ｃは、被告を設立した者であり、その設立時において唯一の取締役であって、出資持

分１０００口のうち９９５口を保有し、平成１２年９月３０日に取締役を辞任したもの

である。亡Ｄは、Ｃの母である。 

Ｃは、前記出資持分について、平成１７年５月３１日までにその子であるＥに５０口、

現在の被告代表者取締役であるＡ（以下「被告代表者」という。）に９４５口譲渡してい

る。 

（２）原告のＣに対する租税債権 

原告は、Ｃに対し、平成３０年５月１０日現在、別紙租税債権目録記載のとおり、既に

納期限を経過した１億８５７１万４７４３円の租税債権（以下「本件租税債権」という。）

を有している（甲５）。なお、本件租税債権には、別紙租税債権目録記載の本税に対し、同

月１１日以降、国税通則法及び租税特別措置法所定の延滞税が加算される。 

（３）Ｃの資力 

Ｃは、平成３０年５月１０日当時、本件建物を除き７６９８万１０００円の財産を有し

ていた（甲１７）。 

（４）本件建物の工事請負契約 

ア 亡Ｄは、平成１１年１２月２７日、Ｆ株式会社（以下「Ｆ」という。）との間で、亡Ｄ

を注文者、Ｆを請負人として、代金１億１２０３万５０００円で本件建物を新築する工

事請負契約を締結した（以下「本件工事請負契約」という。）。 

イ 亡Ｄは、本件建物の新築工事完成前である平成１２年５月●日死亡した。 

ウ Ｃは、亡Ｄの子であり、亡Ｄの公正証書遺言による相続分の指定により、相続財産の

全部を単独で相続し、これにより、本件工事請負契約上の亡Ｄの地位を承継した。 

（５）本件建物の表題登記及び所有権保存登記 

被告は、平成２５年８月１６日、東京法務局町田出張所に対し、本件建物の表題登記を

申請し、同日受付第●●●●号をもって、その登記を経由した。 

また、被告は、本件建物について、東京法務局町田出張所同月２１日受付第●●●●号

をもって、自らを所有者とする所有権保存登記を経由した（以下「本件所有権保存登記」

という。）。 

（６）処分禁止の仮処分 

原告は、被告を債務者として、東京地方裁判所立川支部に対し、本件建物について、本

件建物の所有権移転登記手続請求権を被保全債権として、処分禁止の仮処分を申し立てた

ところ、同裁判所は、平成３０年６月２６日、仮処分命令を発した（同裁判所平成●●年

（〇〇）第●●号）。 

３ 争点及び争点に関する当事者の主張 

本件の争点は、（１）Ｃによる本件建物の所有権取得の有無及び（２）Ｃから被告に対する

本件建物の譲渡の有無である。 
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（１）Ｃによる本件建物の所有権取得の有無 

ア 原告の主張 

（ア）請負人が自己の材料をもって注文者の土地に建物を築造した場合において、当事者

間に別段の意思表示がない限り、請負人が建物を注文者に引き渡した時に建物の所有権

が注文者に移転すると解される（大審院明治３７年６月２２日判決・民録１０輯８６１

頁、同大正３年１２月２６日判決・民録２０輯１２０８頁）。本件において、Ｆは、平

成１２年６月から７月頃の間に、自ら材料を提供し、本件建物の新築工事を完了し、Ｃ

に対し、遅くとも同月２２日までに引き渡した。 

したがって、Ｃは、本件建物の引渡しによって、その所有権を取得したものである。 

（イ）被告は、本件において、Ｆが、本件建物の工事請負代金債権（以下「本件工事請負

代金債権」という。）の担保のために所有権留保の特約を付して本件建物の引渡しをし

たと主張する。 

しかし、本件工事請負契約に係る契約書に所有権留保を付する旨の特約は記載がない

し、Ｆは、原告からの照会に対し、本件建物はＣに引き渡しており、所有権留保はなく、

引渡し及び所有権移転時期は、本件建物１階の事務所について、貸主をＣ、借主をＦと

する賃貸借契約書を締結した日の翌日である平成１２年７月２２日と推察される旨の回

答をしている。また、Ｆは、Ｃとの間の本件建物１階事務所の賃貸借契約に基づく賃料

債務及び敷金支払債務と本件工事請負代金債務とを対当額で相殺することにより本件工

事請負代金を回収することができる状況にあったから、本件工事請負代金債権について

担保を取る意思もなかった。 

さらに、被告は、ＦがＣに対して本件建物の引渡しを完了して所有権が移転していた

ならば、乙第１号証の書面（以下「本件書面」という。）を作成することはあり得ない

とも主張する。 

しかし、本件書面の内容には、「発注者名を神聖なる有限会社Ｙに残金決裁時（平成

１３年９月３０日予定）変更する事を確認致しました。」と記載されているのみであり、

その作成経緯は、ＣがＦに対し、本件工事請負契約に係る代金（以下「本件工事請負代

金」という。）の残代金を平成１３年９月末日までに支払うことを内容とする覚書（以

下「本件覚書」という。）を作成してもらうため、Ｆ八王子住宅営業所の営業課長であ

り、東京都町田市にＦの営業所を開設する担当者であったＧ（以下「Ｇ」という。）が

仕方なく作成したものであって、本件書面が作成されたことをもって、所有権留保があ

ったことを示すものであるということもできない。 

したがって、Ｆは、Ｃに対し、所有権留保特約を付して本件建物を引き渡したもので

はない。 

（ウ）被告は、平成１３年８月２８日、ＣとＦが、本件工事請負契約上の注文者Ｃの地位

を代金完済時に被告に移転させることを合意したと主張する。 

しかし、そのような合意に係る書面は存在しない。また、被告が合意の根拠とする本

件書面について、作成の経緯及びその内容は、上記（イ）に述べるとおりであり、その

文言の趣旨自体明確ではなく、しかも、Ｇ個人の押印がされているものにすぎず、Ｇが

Ｆを代表して押印したものでもない。したがって、本件書面が注文者の地位を被告に移

転する旨の合意を証するものということはできない。 
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イ 被告の主張 

（ア）本件建物が、Ｃに引き渡されたことについて立証されたとはいえない。 

また、仮に、ＦがＣに対して本件建物の鍵を引き渡したとしても、Ｃは、引渡し当時

被告の取締役であったから、Ｃに本件建物の鍵を渡すことが、直ちにＣ個人に対して本

件建物を引き渡したことを意味するものではない。 

さらに、請負人が注文者に請負の目的物を引き渡したからといって、その所有権が注

文者に帰属することになるわけではない。 

（イ）Ｆは、本件建物の所有権を留保して引き渡したと考えるのが合理的である。 

すなわち、本件工事請負代金は、本件建物完成までに代金支払の目途が立っておらず、

Ｆが確保できる担保は本件建物の所有権しかない状況にあった。しかるに、本件工事請

負契約上は、代金支払と目的物の引渡しとは同時履行の関係にあるから、代金未回収の

まま本件建物を引き渡して注文者に所有権を移転させるのであれば、代金支払のための

担保の取得を考えるのが通常であるから、Ｆにおいても、担保措置を講じていたと考え

るのが合理的である。 

このような状況下において、Ｆは、後記（ウ）のとおり、本件工事請負契約上の注文

者の地位をＣから被告に移転することを前提として、本件建物の所有権を留保した上で、

Ｃに引き渡したものであり、Ｆが本件建物の表題登記に必要な書類を交付したのも、本

件建物の鍵を引き渡した後、債権者をＦ、債務者をＣ、連帯保証人を被告とする、債務

承認並びに準消費貸借契約公正証書（以下「本件公正証書」という。）を作成した平成

１４年４月くらいまでの間のことであり、その後、被告は、本件工事請負代金及び公租

公課を支払ってきた。 

したがって、本件建物の引渡し後も、所有権はＦに留保されており、Ｃは所有者では

ない。 

（ウ）仮に、Ｃが本件建物の所有権を取得したとしても、ＣとＦは、平成１３年８月２８

日、本件工事請負契約上の注文者の地位を、代金完済時にＣから被告に移転させること

を合意した（乙１）。これに先立ち、被告とＦとの間で協議を行い、Ｃにおいて、本件

工事請負代金の支払の目途が全く立っていないことから、被告が請負代金や公租公課の

支払等の一切を引き受け、代わりに代金完済時に注文者の地位をＣから被告に移転させ

ることとした。 

仮にそうでないとしても、Ｃと被告は、本件工事請負契約上のＣの地位を被告に譲渡

する旨の合意をし、Ｆは、少なくとも、平成１３年８月２８日頃、本件工事請負契約上

の地位がＣから被告に移転することを承諾した。 

（２）Ｃから被告に対する本件建物の譲渡の有無 

ア 被告の主張 

仮に、ＣがＦから本件建物の引渡しを受けてその所有権を取得したとしても、Ｃと被告

との間において、平成１３年８月２８日頃、Ｃが被告に対し、本件建物を贈与し、被告

がＦに対して本件工事請負代金を支払うとの契約（負担付贈与契約）を締結した。 

または、被告が、Ｆに対し、本件工事請負代金を支払い、Ｃに対して求償債権を取得し

たところ、Ｃと被告との間において、平成１３年８月２８日頃、その求償債務の弁済に

代えて、本件建物の所有権を移転する合意をした。 
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イ 原告の主張 

Ｃと被告との間において代金完済時に本件建物の所有権をＣから被告に移転させるとの

合意をしていたとは認められない。本件書面は、ＧがＣに本件覚書に署名押印してもら

うために、Ｇ個人の判断で作成したものであり、Ｆとして作成したものではないから、

前記の合意を証するものではなく、他に、前記合意を証する書面は存しない。 

被告は、Ｃが実質的に経営を支配し、Ｃの不動産管理会社としてＣの家賃収入を回収し、

被告の名においてＦに対する振り込みをしていたにすぎない。したがって、被告名義で

本件工事請負代金を支払っていたものについても、Ｃの不動産管理会社として行ったに

すぎないものであり、月額３１万９５００円、６７回の合計２１４１万６５００円及び

平成１９年１２月３日の２９４１万４２０１円の振り込みは、いずれも被告による弁済

とはいえない。 

したがって、Ｃが被告に対し、代金完済時に本件建物の所有権を被告に移転させるとの

合意をしたとは認められない。 

仮に、そのような合意があったとしても、本件工事請負代金を完済したのは被告ではな

くＣであるから、かかる合意に基づいて被告が所有権を取得することはない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 証拠によれば、次の事実を認めることができる（認定に供した証拠は、各項末尾括弧内に掲

記する。）。 

（１）Ｆは、平成１１年から、東京都町田市内に多摩支店町田出張所を開設することを計画し、

同年７月から、Ｇが責任者になって、同出張所開設のための物件を探すようになった。そし

て、以前から付き合いのあった者から、Ｃの紹介を受け、本件建物を３階建てにし、Ｆが１

階部分を貸借して、同出張所を開設することとした（甲２２、３２、証人Ｇ）。 

（２）平成１２年当時、本件建物の敷地は、亡Ｈ名義であり、同人の死亡による相続登記がなさ

れていなかったが、Ｆは、亡Ｃが相続するものと考え、本件建物の建築に当たり、亡Ｄとの

間で本件工事請負契約を締結した。その契約内容は、工期が平成１２年２月１５日から同年

６月３０日まで、請負代金が１億１２０３万５０００円、請負代金の支払は、着工時に２０

００万円、同年３月３１日の中間時に２０００万円、完成引渡しの時に７２０３万５０００

円を支払うこととし、Ｆが一切の材料を支給して本件建物を建築するというものであった

（甲８、３０ないし３２）。 

（３）Ｇは、本件建物の建築について、専らＣと打ち合わせをし、亡Ｄと直接打ち合わせたこと

はなかった。Ｇは、Ｃが当時のＩ銀行と取引があったことから、本件建物の底地の名義を亡

Ｄに変更した上で、Ｉ銀行から融資を受けて本件工事請負代金の支払を受けられるものと考

え、Ｆは、同年２月に着工した（甲３２、証人Ｇ）。 

（４）しかし、相続人が多かったことなどから、底地の登記名義の変更ができず、Ｃにおいて、

金融機関から融資を受けることができなかった。そのうち、注文者であった亡Ｄが同年５月

●日に死亡し、Ｃが亡Ｄの本件工事請負契約上の地位を承継した。Ｃは、平成１３年３月１

９日、町田税務署に対し、亡Ｄの相続について、自らを唯一の相続人とする相続税の申告を

した（前記前提事実（４）イ、ウ、甲１４、２２）。 

（５）Ｆは、平成１２年７月、本件建物を完成させたが、依然としてＣは金融機関から融資を受

ける目途が立たず、他の方法による資金の捻出もままならなかった。一方、Ｆは、早期に本
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件建物の１階に入居して多摩支店町田出張所として使用したいとの考えがあったこと、本件

建物にテナントを入居させることで工事代金の回収を図ることも考えられたことなどから、

代金未払いであったものの、Ｃに対し、本件建物の鍵を引き渡し、同月２１日、Ｃとの間で

本件建物の１階についての賃貸借契約を締結し、同月２２日から、多摩支店町田出張所を開

設した。上記賃貸借契約の内容は、賃料月額４２万５０００円、管理費共益費月額１０万３

０００円、敷金３４０万円、賃貸借の期間が同日から平成１４年７月２１日までの２か年と

いうものであった（甲２０ないし２２、証人Ｇ）。 

（６）Ｇは、平成１３年４月、東京営業所の所長に異動となったが、その後も、本件工事請負代

金の回収に関与していたところ、Ｆの上司から、代金の回収を強く求められたため、Ｃに代

金支払を求め、覚書を作成することとした。そして、ＣとＦは、平成１３年８月２８日付け

の本件覚書をもって、本件工事請負代金の残額が１億０８００万円であることを確認し、同

残代金債務とＦがＣに対して負う本件建物１階事務所の貸借料８３２万０４９９円及び未払

敷金３４０万円の合計１１７２万０４９９円とを相殺し、相殺後の本件工事請負代金の残額

が９６２７万９５０１円であることを確認した（甲２２、３２、証人Ｇ）。 

（７）一方、Ｇは、上記（６）において本件覚書の作成を求めたところ、Ｃから、本件覚書を作

成するに当たり、被告が本件建物の残代金を支払ったときには、発注者名を被告に変更する

ことを確認する旨の書面を差し入れることを求められた。Ｇは、本件覚書の作成を求めるに

はＣの上記申出を受け入れるほかないと考え、自らの一存で本件書面を作成することとし、

「Ｆ（株）東京営業所所長 Ｇ」と署名し、「Ｇ」押印をした上、「本日覚書を取りかわすに

あたり、Ｊビル発注者Ｄの相続人代表であるＣとの発注者名を神聖なる有限会社Ｙに残金決

済時（平成１３年９月３０日予定）変更する事を確認致しました。」と記載し、本件覚書を

作成した。（甲３２、乙１、証人Ｇ）。 

（８）被告は、本件建物の賃貸借によって得られた賃料収入を原資として、Ｆに対し、本件工事

請負代金の一部として、毎月３１万９５００円ずつ、６７回にわたり、合計２１４１万６５

００円を支払った（甲４）。 

（９）被告は、平成１４年１０月１７日、ＫことＬとの間において、本件ビルの２階を、平成１

９年９月１日、Ｆ南多摩支店との間において、本件建物に付属する駐車場を、それぞれ賃貸

する契約を締結した（乙７、８）。 

（10）被告の総勘定元帳には、平成１９年１２月３日、被告がＣに対して３０００万円を返済し

た旨の記載があり、Ｃは、同日、３０００万円を領収した旨の領収証を差し入れた。被告は、

同日、Ｆに対し、本件工事請負残代金として２９４１万４２０１円を振り込み、全額が支払

われた（甲２５ないし２７、乙２）。 

（11）被告は、平成２５年８月３０日、Ｂ弁護士との間で、本件建物について所有者をＣとみな

して行おうとされる税金の滞納処分としての建物競売の予防に関する助言及び本件建物につ

いて建物所有者を被告とする所有権保存登記の処理を委任する旨の委任契約を締結し、同月

２１日、本件所有権保存登記をした。 

平成２６年２月２７日付けの東京国税局徴収部特別国税徴収官付財務事務官Ｍ作成に係

る聴取書（甲１６）には、同日における被告代表者の申述要旨として、当局が未登記の本

件建物をＣの滞納処分として差し押さえようとしていたことは知っていたが、Ｂ弁護士と

前記委任契約を締結し、同月２１日、本件所有権保存登記をした、登記することができな
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いと思っていたが、被告が本件所有権保存登記をすることができると知って土地家屋調査

士に依頼して登記をした、本件建物が完成したときは、Ｆから本件建物の鍵を受け取った

のはＣであり、被告は本件建物の引渡しを受けていない、などの記載がある。 

（甲６、１６） 

２ 債権者代位の要件について 

原告は、前記前提事実（２）のとおり、Ｃに対し、既に納期限を経過した１億８５７１万４

７４３円の本件租税債権を有するところ、Ｃの財産は、前記前提事実（３）のとおり、平成３

０年５月１０日当時、本件建物を除き７６９８万１０００円にすぎず、その後、Ｃの財産状況

が多く変動したと認めるに足りる証拠もない。 

そうすると、Ｃは、原告が有する本件租税債権の全額を支払うことはできず、無資力である

と認められる。 

したがって、本件において、債権者代位の要件を満たすものと認められる（国税通則法４２

条、民法４２３条）。 

３ 争点（１）について（Ｃによる本件建物の所有権取得の有無） 

（１）ア 請負人が建築材料の一切を支給して建物を建築した請負契約において、請負代金の前

渡しもなされていない場合には、特別の意思表示のない限り、建物の所有権は、当該建

物が請負人から注文者に引き渡されたときに移転すると解すべきである（大審院明治●

●年（〇〇）第●●号同３７年６月２２日判決・民録１０輯８６１頁、同大正●●年

（〇〇）第●●号同３年１２月２６日判決・民録２０輯１２０８頁、最高裁昭和●●年

（〇〇）第●●号同４０年５月２５日第三小法廷判決・裁判集民事７９号１７５頁、最

高裁昭和●●年（〇〇）第●●号同４６年３月５日第二小法廷判決・裁判集民事１０２

号２１９頁参照）。 

本件においては、前記認提事実（２）において認定するとおり、Ｆは、本件工事請負

契約に基づき、Ｆが建築材料の一切を支給して本件建物を建築しており、本件建物の完

成後に、注文者の地位を承継したＣに本件建物の鍵を渡し、本件建物の引渡しをしたも

のと認められる。 

したがって、Ｃは、特別の意思表示がない限り、本件建物の引渡しによって、本件建

物の所有権を取得することになると解される。 

イ そこで、特別の意思表示の有無について検討する。 

被告は、Ｆは、本件建物の所有権を留保してＣに引き渡した旨主張する。しかしなが

ら、この点は、後記（２）イにおいて述べるとおり、Ｆが所有権を留保して本件建物を

引き渡したと認めることはできないというべきであるから、被告の主張は採用し得ない。 

そうすると、Ｆによる所有権留保の意思表示を認めることはできず、他に特別の意思

表示があったと認めるに足りる証拠はない。 

（２）ア これに対し、被告は、仮に、ＦがＣに対して本件建物の鍵を引き渡したとしても、Ｃ

は、引渡し当時被告の取締役であったから、Ｃへの鍵の引渡しが、直ちにＣ個人に対す

る本件建物の引渡しを意味するものではないと主張する。 

しかしながら、前記前提事実（４）のとおり、本件工事請負契約は、もともと亡Ｄを

注文者、Ｆを請負人とするものであり、亡Ｄの死亡により、Ｃが相続人として注文者の

地位を承継したものであって、そのような経緯に照らすと、Ｃへの本件建物の鍵の引渡
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しが、被告に対する引渡しとみる余地があるということはできない。 

イ 被告は、本件建物完成後においても、本件工事請負代金の支払はされておらず、Ｆ

が確保できる担保は本件建物の所有権しかない状況にあったから、Ｆにおいても、担保

措置を講じていたと考えられ、Ｆが、本件建物の所有権を留保して引き渡した旨の主張

をする。 

被告が主張するとおり、ＦがＣに対して本件建物を引き渡した時点においては、本件

工事請負代金の完済の目途はなく、代金支払を確保する必要があったことは否定し得な

い。 

しかしながら、東京国税局からの照会に対する平成２５年８月１３日付けのＦ南多摩

支店支店長Ｎ作成に係る回答書（甲２０）には、本件建物の引渡しの相手方はＣであり、

所有権留保をしたことはない旨の回答が記載されている。そればかりでなく、証人Ｇに

おいて、Ｆとしては、早期に本件建物の１階を賃借し、多摩支店町田出張所を開設する

必要があり、本件工事請負代金の回収については、本件建物にテナントを入居させるこ

とで回収を図ることも考えられることから、本件建物を引き渡した旨の証言をしており、

証人Ｇの証言に特段不自然不合理な点があるということもできない。 

このような事実からすると、Ｆは、本件工事請負代金を確保する必要があったものの、

本件建物１階への早期入居の必要から、特段所有権留保をすることなく本件建物を引き

渡したと認められる。 

したがって、この点についての被告の主張は理由がない。 

ウ さらに、被告は、仮に、Ｃが本件建物の所有権を取得したとしても、ＣとＦは、平

成１３年８月２８日、本件書面により、本件工事請負契約上の注文者の地位を、代金完

済時にＣから被告に移転させることを合意し、Ｃと被告との間においても同旨の合意を

したと主張する。 

しかしながら、本件書面は、ＣがＦに対し、本件覚書を作成してもらうため、Ｇが、

Ｃの求めに応じてやむなく作成したものであって、Ｆ東京営業所所長の肩書の記載はあ

るものの、Ｇ個人の署名押印がなされたものであって、書面も文言上、法人としてのＦ

の意思を証したものというには疑問の余地がある。また、本文の内容は、「Ｃとの発注

者名を神聖なる有限会社Ｙに残金決済時（平成１３年９月３０日予定）変更する事を確

認致しました。」との記載があるにとどまるものである。 

そして、この点について証人Ｇは、本件書面は、被告から本件工事請負残代金の支払

があったときは、注文者の変更に関する覚書を作成するなどの所定の手続を経て注文者

を被告に変更することを想定したものである旨の証言をするところ、その証言内容は合

理的であって、その信用性を覆すに足りる事情も認められない。 

そうすると、本件書面は、Ｃの求めに応じてＧ個人の判断で、被告が本件工事請負残

代金を支払ったときには、所定の手続を採った上で、発注者名を被告に変更する余地を

認める趣旨であって、Ｆにおいて、本件工事請負契約上の注文者の地位を、代金完済時

にＣから被告に移転させることを合意ないし承諾したことまで根拠付けるものというこ

とはできない。 

他に、Ｆが、本件工事請負契約上の注文者の地位の譲渡についての合意ないし承諾を

したと認めるに足りる証拠は存しない。 
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（３）したがって、Ｃは、Ｆから本件建物の引渡しを受けてその所有権を取得したものと認めら

れ、争点（１）についての原告の主張は理由がある。 

４ 争点（２）について（Ｃから被告に対する本件建物の譲渡の有無） 

（１）被告は、仮に、ＣがＦから本件建物の引渡しを受けてその所有権を取得したとしても、Ｃ

と被告との間において、平成１３年８月２８日頃、Ｃが被告に対し、本件建物について負担

付贈与契約を締結したか、又は、Ｃが被告に対する求償債務の弁済に代えて、本件建物の所

有権を移転する合意をしたと主張する。 

しかしながら、被告主張に係る負担付贈与契約を証する客観的な証拠は存しない上、被

告代表者の東京国税局徴収部特別国税徴収官からの平成２５年４月１８日付け聴取書には、

被告代表者の陳述として、本件公正証書を作成した後に、被告がＣから売買、負担付贈与

を含めた贈与、代物弁済などによって所有権を取得したことはない、強いて言えば、法的

には無権利だが、連帯保証人として本件工事請負代金を支払えば、所有権は被告のものに

なると思っていたとの趣旨の記載があり（甲４）、被告代表者自身、贈与ないし代物弁済に

よって本件建物を取得したことを否定する陳述をしている。 

この点を措くとしても、被告代表者は、被告代表者尋問において、Ｃから、本件工事請

負代金を全額支払えば本件建物は被告のものになると言われたが、代金全額が支払われた

平成１９年１２月以降、Ｃに対して本件建物の所有権を移転する手続を求めたことはない

旨の供述をしており、Ｃと被告との間において、本件建物の所有権を移転する合意がなさ

れたとは認め難い供述内容というべきである。 

（２）このような点を踏まえると、本件工事請負代金の支払については、平成１９年１２月３日

の返済以外は、本件建物から生じる賃料収入が弁済の原資となっていたものであり、そもそ

も本件建物がＣの所有であったことを前提にすると、賃料収入もＣに帰属すべきものといえ

るから、被告が本件工事請負代金を弁済したと評価することもできないことに帰するという

べきである。 

（３）さらに、前記認定事実（１０）において認定するとおり、Ｆに対して平成１９年１２月３

日に支払われた本件工事請負残代金２９４１万４２０１円についてみると、被告の総勘定元

帳には、被告が、同日、Ｃに対して、借入金の返済として３０００万円を支払った旨の記載

があり、Ｃが被告宛てに３０００万円の受領を証する領収証を作成・交付していることから

すると、前記本件工事請負残代金は、Ｃへの返済金から支払われたものとみるのが自然であ

って、被告がＦに同額の支払をし、Ｃに対して求償債権を取得したとの点については、疑問

の余地があるというべきである。 

この点、被告代表者は、被告代表者尋問において、被告がＣに対し、前記３０００万円

の返済をしたことはなく、前記領収証はＣから渡され、そのまま被告が使用していたスク

ラップブックに綴ったにすぎない、Ｆに対する２９４１万４２０１円の支払について、被

告の勘定元帳に記載のない理由については、顧問税理士から来期に載せるからいいと言わ

れたなどと供述するが、実際に返済していないにもかかわらず、Ｃから受け取った領収証

を綴ること自体不自然であり、税理士が合理的な理由もないままに実際の支払時期と異な

る決算期に支払を計上すると述べること自体不合理であって、いずれの供述も容易に信用

することはできない。 

そうすると、被告の負担において本件工事請負代金を支払うことを約し、その支払をし
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たという事実を認めることも困難であるから、Ｃが被告に対して本件建物を負担付で贈与

する理由もなく、求償権を取得する理由もないとも考えられる。 

（４）以上の点のとおり、Ｃと被告との間において、本件建物の所有権を贈与ないし代物弁済に

よって移転させたと認めることはできないものであって、他に、被告主張に係る負担付贈与

ないし代物弁済を認めるに足りる証拠は存しない。前記認定事実（９）において認定する、

被告が本件建物及び本件建物に付属する駐車場の賃貸人になっていることは、前記の判断を

左右するものということはできない。 

したがって、争点（２）に関する被告の主張はいずれも認めることができない。 

第４ 結論 

よって、原告の請求は理由があるから認容することとして、主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所立川支部民事第１部 

裁判官 吉田 尚弘 
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別紙 省略 


